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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　管状中空基体（１２）を有し、患者の口腔から液体および粒子を吸引するためのデンタ
ル吸引器（１０）であって、
　前記管状中空基体は、内面（１４）と、外面（１６）と、ホース用の接続口（１８）と
、吸引口（２０）とを備え、かつ長軸（Ｘ－Ｘ）を有し、
　前記基体（１２）の範囲内で、対物レンズ（５０）は、吸引されるべき空気の流れ方向
から見て前記吸引口（２０）の後方で、前記吸引器（１０）の内部に設けられ、
　前記対物レンズ（５０）はモニタ（４０）に接続され、
　前記対物レンズ（５０）によって撮影された画像が表示されることを特徴とするデンタ
ル吸引器。
【請求項２】
　前記対物レンズ（５０）は、前記吸引口（２０）の領域に配置されている請求項１に記
載のデンタル吸引器。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外面、内面、長軸、接続開口、および吸引開口を有する中空基体を有し、患
者の口腔から液体および粒子を吸引するためのデンタル吸引器に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　歯科治療では、治療中に出現する液体や溶解粒子（例えば、唾液、スプレー水、血液な
ど）を吸引する必要がある。また、例えば、洗浄用の水、または多機能注射器を使用した
後に水が発生し、それを吸引除去しなければならない。通常、吸引器がこの目的のために
使用される。これは、一般に、プラスチックの管状体から形成される。その端部に、ホー
スが取り付けられ、次に、ホースはポンプに接続される。邪魔な（disdtracting）液体や
固体は、ホースを通して取り除かれる。
【０００３】
　吸引器は、担当の歯科医または執刀歯科医自身によって、ガイドされ保持されるのでは
なく、助手によってガイドされ保持されることが多い。なぜなら、担当の歯科医は、一方
の手で穴開け工具を把持し、もう一方の手でミラーを把持しなければならないからであり
、それによって、治療されるべき領域を検査することができる。上記の手順は、治療され
るべき領域の周辺で、二人が互いに非常に近くに立ったり座ったりしなければならないと
いう点で、不都合である。特に、治療介入がむしろ困難であり、または細かい運動技能に
関して要求されている場合、これは、担当医によって邪魔であるものとして認識される。
【０００４】
　吸引開口を通して見ることができるミラー被覆表面を内面に有する医療用吸引器は、Ｄ
Ｅ １０２００６０４８４６３ Ａ１で知られている。本発明による反射コーティングは、
使用者が医療用吸引器を、液体および粒子を除去するための吸引器として、同時にミラー
として、使用することができる。このようなミラー吸引器を使用して、医師は、今や補助
者なしで、治療を実施することができる。このように、吸引器は、吸引器として、および
ミラーとして同時に使用される。組み合わせの基本的な概念は、原則として非常に優れて
いるが、その可能性に限度がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、既知のミラー吸引器を改良した吸引器を提供することである。この吸
引器はまた、吸引中に、口腔を検査する可能性を提供することになっている。特に、吸引
器は、口腔内の状態または作業の進捗状況の記録を容易にすると考えられている。同時に
、吸引器は、製造するのに費用対効果があり、操作するのが容易である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によれば、この目的は、請求項１の特徴を有する吸引器によって達成される。
【０００７】
　したがって、吸引器は、基体の範囲内で、モニタに接続されるオブジェクティブ（obje
ctive）を有する。オブジェクティブによって撮影された画像は、表示される。
【発明の効果】
【０００８】
　したがって、治療中に口腔内で治療される領域を、モニタを介して、一方の手で直接的
に、他方の手で間接的に検査することが可能である。
【０００９】
　さらに、プロセッサまたはコンピュータは、オブジェクティブによって撮影された画像
またはフィルムシーケンスまたはビデオをデータ記憶装置に格納することによって、有利
に提供される。これにより、治療プロセスを文書化することが可能になり、特に、患者の
情報にも役立つ。
【００１０】
　本発明によれば、吸引器にも設けられた操作ボタンを用いて画像フレームまたはビデオ
を記録し、それらを記憶のためにプロセッサに転送することもできる。治療中、それを中
断することなく、セラピストは、オブジェクティブによって撮られた画像のみをモニタに
送信したいのか、それともそれを記録して保存したいのかを決定することができる。
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【００１１】
　さらに、オブジェクティブは、記録画像を拡大または縮小するための装置（ズーム機能
またはズーム装置）を有する。特に有利な変形形態では、制御のための操作手段（好まし
くは、スライド制御部またはホイール）は、吸引器側に設けられる。これは、オブジェク
ティブに接続されており、処理中は１本の指だけで操作することができる。
【００１２】
　したがって、一実施形態の好ましい変形例では、吸引器は、ズーム装置用の操作手段と
、さらに、記録されるビデオ映像を開始または終了するためのまたは撮影するためのボタ
ン（特に、プッシュボタン）とを備える。
【００１３】
　オブジェクティブ自体が吸引器の内面の領域を形成してもよい。例えば、レンズである
が、基体内の密封凹部内に配置されてもよい。そのような凹部が設けられている場合、そ
れは、オブジェクティブがフィルム化することができる透明な窓ガラスによって封止され
る。衛生的な理由から、凹部は、有利には完全に密封されている。その結果、口腔または
環境からの液体がそれに侵入することはできない。
【００１４】
　接続開口の領域において、吸引器は、電気的接続手段を含む。これは、ホースのホース
端部に設けられた対応する手段と協働する。したがって、本発明による吸引器は、ホース
に差し込まれ、同時に、好ましくはプラグアンドソケット接続を介して、電気的に接続さ
れる。
【００１５】
　モニタへの接続は、ワイヤレスでまたはワイヤを使用して実行される。ワイヤを使用し
て実行される場合、対応する手段もまた、ホース端部の領域に有利に設けられる。プラグ
アンドソケット接続もこの目的に適している。
【００１６】
　本発明は、以下の図を参照して、より詳細に説明される。１つの例示的実施形態のみを
示す。本発明は、それに限定されるものではない。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図から明らかなように、本発明による吸引器１０は、内面１４および外面１６を有する
中空の管状基体１２を有する。さらに、基体１２は、長軸Ｘ&#8722;Ｘを有する。
【００１８】
　基体１２は、図示しないホース用の接続口１８と、粒子や液体を吸引するための吸引口
２０とを有する。吸引されるべき液体または粒子は、吸引口２０を介して吸引され、ホー
スによって接続口１８を介して取り除かれる。
 
【００１９】
　本発明によれば、オブジェクティブ２４は、吸引口２０の領域で基体１２内に配置され
、口腔に向かう方向に向けられている。その結果、口腔は、オブジェクティブ２４を通し
て視認できる。図示の実施例では、オブジェクティブ２４は、その全体が基体１２内に、
すなわち、吸引されるべき空気の流れ方向から見て吸引口２０の後方に配置されている。
吸引された空気は、認識できないオブジェクティブ２４のレンズ、またはオブジェクティ
ブ２４が配置されている凹部もしくはキャビティのカバーを覆ってガイドされる。それは
、曇りを効果的に防止する。
【００２０】
　吸引器１０は、追加の開口２６を有し、そこを通って空気が吸引される。追加の開口２
６は、吸引口２０が例えば患者の舌又は頬によって封止される場合に、基体１２内の負圧
を防止する。３つの追加の開口２６は、例示的な実施形態で設けられている。しかし、単
一の追加の開口２６のみ、または３つの追加の開口２６より多くの追加の開口２６も考え
られる。
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【００２１】
　吸引器１０の安全な把持を提供し、および、担当歯科医の指が滑るのを防止するおプロ
ファイル部材（profile members）３８は、基体１２の外面１６上に認められる。
【００２２】
　押しボタンとして構成されたボタン３０も示されている。これは、１本の指だけで操作
することができる。特に、ボタン３０は、記録されるビデオ映像を開始または終了するた
め、または、写真を撮るために役立つ。
【００２３】
　好ましくは、オブジェクティブは、オブジェクティブ２４によって撮影された画像を拡
大または縮小するための装置（ズーム機能またはズーム装置）を含む。この装置は、アナ
ログ方式またはデジタル方式で、動作または構成される。特に有利な変形形態では、１本
の指だけで操作することもできるスライド制御部３２は、吸引器１０の側面に設けられて
いる。
【００２４】
　最後に、吸引器１０を電源に電気的に接続するのに役立つ手段３４は、単に概略的に示
されている。この目的のために、適切に対応する手段は、ホースに設けられているが、図
示されていない。
【００２５】
　例示的な実施形態では、オブジェクティブ２４は、モニタ４０に接続されている。これ
は、ワイヤレスで、シンボルとしてのみ示されており、ラインシンボルによって示されて
いる。ワイヤレス接続には、例えば、Ｗｉ&#8722;ＦｉまたはＢｌｕｅｔｏｏｔｈが適し
ている。
【００２６】
　本発明は、説明された例示的な実施形態に限定されず、同様に作用する全ての実施形態
も含む。実施形態の上述の変形は、一例としてのみ理解されるべきであり、限定として理
解されるべきではない。技術的に意味のある方法で示された技術的特徴を組み合わせるこ
とも可能である。
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